別記様式第3号(第9条関係)


美唄市指令第　　号

　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　

空家住宅等解体助成金交付決定(却下)通知書

　年　月　日付け交付申請のありました空家住宅等解体助成金について、次のとおり決定したので、美唄市空家住宅等解体助成金交付規則第9条の規定により通知します。

　　　　年　月　日

[bookmark: _GoBack]美唄市長　　

· 助成を決定します。
　
　　助成予定額　金　　　　　　　　　　　円

· 助成を却下します。
　　　(助成を却下する理由)

(注意事項)
(1) 解体工事に着手したときは、速やかに空家住宅等解体工事着手届(別記様式第6号)を提出してください。
(2) 決定を受けた解体工事の内容に変更が生じたときは、空家住宅等解体助成金変更交付申請書(別記様式第4号)を提出してください。
(3) 解体工事が完了したときは、空家住宅等解体工事完了報告書(別記様式第8号)を、申請年度の2月末日までに提出してください。
